
新型コロナウイルス（COVID-19）の治療にかかる費用について 
 
当院の患者の皆様へ 
 
2024年 4 月より COVID‐19 の診療に対する公費負担制度が終了するため、COVID-19の
治療費に関しては患者様それぞれの各種保険種類に応じた自己負担が必要となります。 
新型コロナウイルスに対する抗ウイルス薬は高額となるため、抗ウイルス薬の使用につい
ては、患者様の基礎疾患、年齢、症状等を考慮の上、主治医と患者様（意思決定の難しい患
者様の場合はそのご家族様）との合意の上で判断いたします。 
 
当院は、新型コロナウイルスに対し、患者様とスタッフの安全を最優先に考え、厳重な感染
対策を講じておりますが、当院内で院内感染が発生した場合であっても、その治療費につい
ては、患者様の保険種別に応じた自己負担分をお支払いいただくことなります点をご了承
ください。 
 
患者様には大変な御負担となることを深く理解しておりますが、何卒ご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。 
 
何かご不明な点がございましたら、御遠慮なくお問い合わせください。 
 
慈誠会・練馬高野台病院 
 
病院長 今井政人  


